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進まない？男性の育休、男女分業の実態 

どうすればサラリーマン男性が育児休暇を取ってくれるか・・・。女性活躍推進の一環とし

て政府が２０１０年度から旗を振っている「イクメ ンプロジェクト」政策がさっぱり進ま

ず、今年から労働政策審議会で新制度を設け てピッチを上げようと検討を始めました。し

かし、企業や男性との意識に大きな隔 たりがあり、前途多難な雲行きです。 妊娠・出産・

育児については、労働基準法と育児・介護休業法によって、産前・ 産後の１４週間の「産

休」と産後最大２年間の「育休」を取得できることになっています。また、復職した場合も

短時間勤務や子供の看護休暇などを取得できる。妻 の出産後、制度上は夫も育休を取得で

きます。その意味で日本の制度は充実してい るものの、内実は異なります。 育休の場合は

圧倒的に女性の利用が多く、男性の利用は極めて少ないのが実態です。厚生労働省の「雇用

均等基本調査」によると、育休の取得率は女性が８０％台で推移しているのに対して、男性

は一ケタ台。イクメンプロジェクトの開始以降、 取得率は徐々に上昇して、１９年度は７．

４８％まで上がったものの低いままです ＝グラフ。このままでは政府目標の「２０年に１

３％、２５年に３０％」は絵に描 いた餅に終わります。取得期間も４割近くが「５日未満」

で、８割が「１カ月未満」。対して、女性は９割近くが「６カ月以上」取得しています。 

 

なぜ、男性は育休を取らないのか。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの調 査による

と、正社員が育休を取らない理由として、「会社の制度整備が不十分」 「職場が取得しに

くい雰囲気」「収入を減らしたくない」が各２割ほどあり、「会社、上司、職場の理解がな

い」「残業などの業務が多忙」「自分にしかできない仕 事を担当」などが１割ほどありま

した（複数回答）。要するに、男性の正社員に とっては自分も会社も仕事最優先で、「子

供の面倒をみているヒマなどない」というわけです。 
そのしわ寄せが女性の負担になっているのは明らかで、やはり同社の 調査では出産前まで

仕事をしていた女性の約半数は出産を機に退職しており、その多くが「仕事を続けたかった

が、育児との両立がむずかし かったので」と理由を挙げています。これを男性が育休を取

らない理由 と合わせると、「男は外で仕事、女は家で育児」という旧来の男女分業 体制が

残っていることがわかります。 政府がハッパ掛け、労政審で議論開始 このため政府は安倍



政権時代の今年５月、「少子化社会対策要綱」を閣議決定し、「男性の家事・育児参画の促

進」を主要柱に据えました。７月の「経済財政運営と 改革の基本方針」などでも同じ目標

を掲げ、菅政権になっても方針は継続。田村憲 久厚労相は１０月２０日の閣議後会見で「い

ろいろ意見はあるかもしれないが、男女共同参画にとって男性の育児参加は非常な意義があ

り、引き続き推進する」と政府の考えを明確にしています。  
今回の労政審の審議はこうした流れを受けたもので、現行の育休制度より柔軟で 利用しや

すい新制度を設ける方向で議論が進んでいる。 
具体的には： 
① 育休取得の期間や日数はどれくらいが適当か 
② 育休の分割取得の可能性 
③ 育休取得の申し出期限の変更の可否 
④ 職場環境の整備に向けた対応、など 
これに対して使用者側委員はおおむね、新制度に対する慎重姿勢が目立ちます。 「分割取

得となると、事務手続きが大変」「代替要員の確保が困難」「現行制度の 充実が先ではな

いか」など、及び腰の意見が多数。２月から続く新型コロナウイルス対応や、４月から大企

業で始まった同一労働同一賃金への対応など、重量級の優 先事項が目白押しで「育休促進

まではとても手が回らない」というのが本音です。 男女の負担割合にしても家庭によって

事情はさまざまで、「個人の問題に制度面で 縛りを強めるのはいかがなものか」という懐

疑的な見方もあります。 しかし、旧来の男女分業体制の行き詰まりは明白で、世界の潮流

にも後れを取って日本の競争力の弱体化につながっている要因の一つである以上、「見ない

ふり」はもうできない段階に来ているのは明らかです。労政審の論議がどこまで効果を上げ

るか注目されています。 


